
第２回みどりの委員会（令和３年１月１８日時点の資料です） 運動資料４ 

収益施設の業態や施設規模（事業者の提案と市の意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収益施設規模等】 

業態 テラス機能付き飲食+物販 

延床面積 500 ㎡～1,500 ㎡ 

構造等 鉄骨造地上 1階～2階 

 

公園で野遊びを！ 

収益施設を拠点として、芝生広場などにおける 

公園活用につながるような仕組みづくりを目指したい。 

 

 

 

※収益施設断面イメージ 

・エントランスはゲート空間とする。 

・建物は 2階にして、上層階にもテラスを設け、物販・レストラン・クラブハウスなどの複合計画とする可能性もあり 

物販・飲食など 

賑わい及びエントランスゾーン 

・民間収益施設による公園の魅力創出 

・流山セントラルパーク駅からの 

賑わいのエントランス（ゲート空間） 

・芝生広場への歩行者軸の確保 

・収益施設対応駐車場の確保 （公園活用エリアイメージ） 

収益施設 

スポーツゾーン 

保存樹林ゾーン 

集合住宅ゾーン 

教育ゾーン 

賑わいゾーン 

芝生広場への歩行者軸の確保 
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今回の設計では、収益施設に入る具体的
な店舗やサービスの内容ではなく、規模
と位置を決めます。 
収益施設専用駐車場の管理について検討
する必要があります。 

収益施設は、ニーズ調査等を経て、よ

り具体的な規模を決める予定です。 


